


総 説
規模の環境問題への取組も着実に進められていま
す。

本県では、平成 13（2001）年３月に三重県公
害防止条例を抜本改正し、「三重県生活環境の保
全に関する条例」を制定し、従来の公害規制に加
え、廃棄物対策や地球温暖化対策などへの取組を
強化するとともに、平成 16（2004）年３月には、
三重県の健全な土壌・地下水環境を保全するため、
土壌汚染に関する取組を新たに加えました。

また、産業廃棄物の処理については、廃棄物処
理法を補完し、適正な処理を推進することを目的
に、平成 20（2008）年 7 月に「三重県産業廃棄
物の適正な処理の推進に関する条例」を制定しま
した。

自然環境の保全に関しては、平成 15（2003）
年３月に「三重県自然環境保全条例」を改正し、
優れた自然環境の保全だけでなく、里地里山など
の身近な自然環境の保全や希少野生動植物種の保
護など、自然環境の保全に関する全般的な内容に
拡充しました。

また、森林の有する多面的機能の発揮や林業の
持続的発展などを基本理念とした「三重の森林づ
くり条例」を平成 17（2005）年 10 月に制定し、
この条例の基本理念を踏まえ、平成 18（2006）
年３月に「三重の森林づくり基本計画」を策定しま
した。

さらには、伊勢湾の環境基準の達成を目指し、
多様な生物が生息・生育する、人々が海と楽しく安
全にふれあえる、美しく健全で活力ある伊勢湾の再
生を目標として「伊勢湾再生行動計画」を平成 19
（2007）年 3 月に策定しました。

これらの条例等を基本としながら、従来からの環
境施策に加え、新たな環境問題に対する取組を一
層進めていきます。

(1) 三重県環境基本条例
三重県環境基本条例は、環境保全に関する基本

理念、県・事業者・県民の責務、県と市町との協
働、環境保全に関する施策の基本的な事項を定め
ることにより、県民の健康で文化的な生活の確保と
福祉に貢献することを目的として規定されており、

その基本理念は次の４項目です。
・ 良好な環境の確保と将来の世代への継承
・ 持続的発展が可能な社会の構築
・ 生態系の均衡の保持、やすらぎとうるおいのあ

る快適な環境の確保
・ 国際的協調による地球環境の保全
(2) 三重県環境基本計画

三重県環境基本計画は、平成 9（1997）年度
に三重県環境基本条例に基づき、環境の保全に関
する施策を総合的かつ計画的に推進するために策
定しましたが、策定後７年を経過し、地球温暖化
の対応が急務となっているなど、環境政策を進める
上で、私たちを取り巻く状況は大きく変化している
ことから、これらに的確に対応するため、平成 16
（2004）年６月に基本計画を改定しました。

基本計画は、三重県が主体となって施策を展開
し、また、自らが率先して環境の保全に努めること
を明らかにするとともに、各主体に期待される役割
と環境を保全するために実践すべき取組の方向を
明示しています。

計画の目標年度は、引き続き平成 22（2010）
年度とし、環境基本条例の基本理念を受けて、次
の４項目の基本目標を定めています。

基本目標Ⅰ：環境への負荷が少ない資源循環型
社会の構築

基本目標Ⅱ：人と自然が共にある環境の保全
基本目標Ⅲ：やすらぎとうるおいのある快適な環

境の創造
基本目標Ⅳ：自主・協働による環境保全活動の

促進
また、この基本目標を達成するため、施策分野ご

とに数値目標を設けるとともに、施策の区分におけ
る取組については、推進計画（アクションプラン）
を策定し、より具体的な方向とより的確な進行管理
を行っています。
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県民がくらしの安全・安心を実感できる三重の環
境づくりを進め、次世代につなげていくため、県民、
事業者、団体、行政等がパートナーとなって地球温暖
化防止、三重の環境づくりに取り組みます。
（１）資源循環型社会の構築
「ごみゼロ社会実現プラン」の短期目標（平成 22

（2010）年度）の達成に向けて、市町等と協働し
て実践的なモデル事業を実施し、成功事例を積み上
げ、その取組の輪を広げていくとともに、より効果的
で効率的なごみ処理システムの構築のため、廃棄物
会計などの市町への導入を進めていきます。また、県
民意識の醸成に向けた普及・啓発にも取り組みます。

廃棄物の適正処理に向けては、排出事業者責任
を徹底する取組や PCB 廃棄物の処理対策を進め
るほか、産業廃棄物や災害廃棄物の処理に不可欠
な管理型最終処分場の整備を進めます。

さらに、産業廃棄物の不法投棄等の未然防止や、
初期段階での機動的な対応を進めるため、市町等と
の連携をはかりつつ、引き続き監視・指導を徹底して
いくとともに、産業廃棄物の不適正処理事案等につ
いては、地下水等の調査や生活環境保全上の支障
等の除去など、必要な措置を講じます。

地球温暖化防止対策については、対象を拡大した
地球温暖化対策計画書策定工場等について、その
計画実行状況等のフォローアップ調査を実施するとと
もに、省エネ診断やＭ−ＥＭＳ等の導入促進を通じて
中小事業者の省エネ対策を進めることで、産業部門
や業務部門の温暖化対策を強化します。また、家庭
部門については、地球温暖化防止活動推進センター
を拠点として推進員の養成や普及啓発活動などを行
います。

生活排水対策については、平成 18（2006）年
度に改定した「三重県生活排水処理施設整備計画
（生活排水処理アクションプログラム）」に基づき、
浄化槽の設置促進など、それぞれの地域の実情に
あった生活排水処理施設の整備を進めます。

伊勢湾の水質改善については、第６次伊勢湾水質
総量規制に基づき工場等の排水のＣＯＤ、窒素、りん
の総量削減など水質の保全・改善に向けた取組を
進めます。

さらに、伊勢湾の再生に向け、国を含めた関係自
治体等で策定した「伊勢湾再生行動計画（平成 18

4三重県の環境森林政策の方向 （2006）年度）」を着実に推進するため、多様な主
体と連携して取り組んでいくとともに、「伊勢湾再生推
進会議」においてフォローアップしていきます。
（２）自然との共生の確保

多様な自然環境を保全するため、三重県自然環境
保全地域などの管理や、里地里山などの身近な自
然を保全する県民による活動を支援します。また、「三
重県レッドデータブック 2005」で明らかになった希少
野生動植物を保全するための普及啓発を行うととも
に、特に保護が必要として県が指定した希少野生動
植物の保全活動を県民と協働して行い、生物の多様
性を確保する一方、鳥獣害対策として、農林水産物
に被害を及ぼす鳥獣の捕獲や狩猟の適正化を進め
ます。

平成 18（2006）年 3月に策定した「三重の森
林づくり基本計画」に沿って、県民一人ひとりおよび
事業者、森林所有者、行政などが互いに協働しなが
ら森林づくりを進めます。

さらに、県民の森林に対する理解を深めて森林づ
くりへの参画意識の醸成をはかり、「森林は大切」と
いう意識を「森林を守る」という具体的な行動に結
びつけるとともに、地域内の連携や地域間の交流を
活性化して、地域社会全体で支える森林づくりを進め
ます。

また、林業の生産活動が将来にわたり継続して行
えるよう、技術向上研修の開催等による森林づくり
の担い手の育成や融資制度の整備、経営指導等に
より、意欲ある林業事業体等の育成強化をはかりま
す。
（３）環境保全活動の推進
「持続可能な社会の構築」に向けて、環境経営の

理念の一層の普及をはかるとともに、事業活動にお
ける環境負荷を低減するため、商工会議所等の経済
団体と連携して、小規模事業者が取り組みやすい環
境マネジメントシステム（Ｍ−ＥＭＳ：ミームス）の普及を
はかります。また、学校、企業、行政など多様な主体
の連携による、子ども向け環境マネジメントシステムで
ある「キッズ ISO14000プログラム」に小学校の児
童が取り組み、家庭から地域を巻き込んだ環境保全
活動の体制づくりを引き続き進めていきます。
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